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小樽市建築基準法施行条例新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

最近改正 令和５年３月17日条例第14号 制  定 昭和43年３月22日条例第16号 

  

 （特殊建築物の敷地の形態）  （特殊建築物の敷地の形態） 

第３条 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊

建築物（料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗又

は自動車車庫で、その用途に供する部分の床面積の合

計（同一敷地内に２以上の自動車車庫がある場合にお

いては、その床面積の合計）が、それぞれ５０平方メー

トル以下のものを除く。）の敷地は、路地状部分のみ

によって道路に接してはならない。ただし、同欄（二）

項       、（四）項（百貨店、展示場又はダ

ンスホールの用途に供するものを除く。）又は（五）

項の用途に供する特殊建築物で、当該用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方メートル以下のものの

敷地及び下宿、共同住宅、寄宿舎、長屋又は１戸建て

の住宅に附属する床面積の合計（同一敷地内に２以上

の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合

計）が１００平方メートル以下の自動車車庫の敷地は、

その路地状部分の幅員が４メートル以上で、かつ、そ

の長さが２５メートル以下の場合においては、この限

りでない。 

第３条 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊

建築物（料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗又

は自動車車庫で、その用途に供する部分の床面積の合

計（同一敷地内に２以上の自動車車庫がある場合にお

いては、その床面積の合計）が、それぞれ５０平方メー

トル以下のものを除く。）の敷地は、路地状部分のみ

によって道路に接してはならない。ただし、法別表第

一（い）欄（二）項、（四）項（百貨店、展示場又はダ

ンスホールの用途に供するものを除く。）又は（五）

項の用途に供する特殊建築物で、当該用途に供する部

分の床面積の合計が２００平方メートル以下のものの

敷地及び下宿、共同住宅、寄宿舎、長屋又は１戸建て

の住宅に附属する床面積の合計（同一敷地内に２以上

の自動車車庫がある場合においては、その床面積の合

計）が１００平方メートル以下の自動車車庫の敷地は、

その路地状部分の幅員が４メートル以上で、かつ、そ

の長さが２５メートル以下の場合においては、この限

りでない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （構造）  （構造） 

第３３条 床面積の合計が１００平方メートルを超える

自動車車庫又は自動車修理工場で次の各号のいずれか

に該当するものは、その主要構造部（直上に階のある

場合は、その直上の床を含む。）及びその下階の部分

の主要構造部を１時間準耐火構造（最上階から数えた

階数が５以上の階の特定主要構造部は、耐火構造）と

しなければならない。 

第３３条 床面積の合計が１００平方メートルを超える

自動車車庫又は自動車修理工場で次の各号のいずれか

に該当するものは、その主要構造部（直上に階のある

場合は、その直上の床を含む。）及びその下階の部分

の主要構造部を１時間準耐火構造（最上階から数えた

階数が５以上の階の主要構造部は  、耐火構造）と

しなければならない。 

 ⑴ 直上に２以上の階を有するもの  ⑴ 直上に２以上の階を有するもの 

 ⑵ 直上に床面積の合計が１００平方メートルを超え

る住戸又は住室を有するもの 

 ⑵ 直上に床面積の合計が１００平方メートルを超え

る住戸又は住室を有するもの 

 ⑶ １階以外の階にあるもの  ⑶ １階以外の階にあるもの 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （耐火設計された建築物に対する制限の特例）  （耐火設計された建築物に対する制限の特例） 

第５９条の３ 令第１０８条の４第３項に該当する建築

物（次項に規定する建築物を除く。）に対する第６条

ただし書、第８条、第１３条、第２２条第１項及び第

２項、第３３条第１項並びに第３４条第１項の規定の

適用については、当該建築物の部分で特定主要構造部

であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

第５９条の３ 令第１０８条の３第３項に該当する建築

物（次項に規定する建築物を除く。）に対する第６条

ただし書、第８条、第１３条、第２２条第１項及び第

２項、第３３条第１項並びに第３４条第１項の規定の

適用については、当該建築物の部分で主要構造部  

であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

２ 令第１０８条の４第４項に該当する建築物に対する

第１３条及び第３４条第１項の規定の適用について

は、当該建築物の部分で特定主要構造部であるものの

構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防

２ 令第１０８条の３第４項に該当する建築物に対する

第１３条及び第３４条第１項の規定の適用について

は、当該建築物の部分で主要構造部  であるものの

構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防
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火設備とみなし、第６条ただし書、第８条、第２２条

第１項及び第２項並びに第３３条第１項の規定の適用

については、当該建築物の部分で特定主要構造部であ

るものの構造は耐火構造とみなす。 

火設備とみなし、第６条ただし書、第８条、第２２条

第１項及び第２項並びに第３３条第１項の規定の適用

については、当該建築物の部分で主要構造部  であ

るものの構造は耐火構造とみなす。 

 （避難上の安全の検証を行う区画部分に対する制限の

特例） 

 （避難上の安全の検証を行う区画部分に対する制限の

特例） 

第５９条の４ 令第１２８条の７第１項に該当する区画

部分（同項に規定する区画部分をいう。）については、

第２２条第１項及び第２項（これらの規定中令第１２

８条の４第４項に規定する内装の制限を受ける調理室

等に係る部分を除く。次条及び第５９条の６において

同じ。）の規定は、適用しない。 

第５９条の４ 令第１２８条の６第１項に該当する区画

部分（同項に規定する区画部分をいう。）については、

第２２条第１項及び第２項（これらの規定中令第１２

８条の４第４項に規定する内装の制限を受ける調理室

等に係る部分を除く。次条及び第５９条の６において

同じ。）の規定は、適用しない。 

  

 （確認申請書等の添付書類） （確認申請書等の添付書類） 

第６０条の４ 次に掲げる確認申請書又は計画通知書に

は、規則で定める書類を添付しなければならない。 

第６０条の４ 次に掲げる確認申請書又は計画通知書に

は、規則で定める書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用

途に供する建築物又は令第１３８条第４項第１号若

しくは第５号に掲げる工作物に係る確認申請書又は

計画通知書 

 ⑴ 工場若しくは危険物の貯蔵場若しくは処理場の用

途に供する建築物又は令第１３８条第３項第１号若

しくは第５号に掲げる工作物に係る確認申請書又は

計画通知書 

 ⑵－⑷ （略）  ⑵－⑷ （略） 

  

 （記載事項の変更届）  （記載事項の変更届） 

第６０条の６ 法、令又はこの条例の規定による許可、

認定又は確認（以下「許可等」という。）を受けた者

は、当該許可等を受けた建築物、建築設備又は工作物

の工事完了前に当該申請書に記載した事項の変更（法

又はこの条例の規定により変更の承認又は確認を要す

るものを除く。）があったときは、速やかに、規則で

定める書類を添付して市長又は建築主事若しくは建築

副主事に届け出なければならない。 

第６０条の６ 法、令又はこの条例の規定による許可、

認定又は確認（以下「許可等」という。）を受けた者

は、当該許可等を受けた建築物、建築設備又は工作物

の工事完了前に当該申請書に記載した事項の変更（法

又はこの条例の規定により変更の承認又は確認を要す

るものを除く。）があったときは、速やかに、規則で

定める書類を添付して市長又は建築主事      

   に届け出なければならない。 

 （取りやめ届）  （取りやめ届） 

第６０条の７ 許可等を受けた者は、当該許可等を受け

た行為を取りやめたときは、速やかに、規則で定める

書類を添付して市長又は建築主事若しくは建築副主事

に届け出なければならない。 

第６０条の７ 許可等を受けた者は、当該許可等を受け

た行為を取りやめたときは、速やかに、規則で定める

書類を添付して市長又は建築主事         

に届け出なければならない。 

 （許可等の取消し）  （許可等の取消し） 

第６０条の８ 市長又は建築主事若しくは建築副主事

は、虚偽の申請その他不正の行為により許可等又は第

６０条の５第１項の承認を受けたと認めるときは、当

該許可等又は同項の承認を取り消すことができる。 

第６０条の８ 市長又は建築主事         

は、虚偽の申請その他不正の行為により許可等又は第

６０条の５第１項の承認を受けたと認めるときは、当

該許可等又は同項の承認を取り消すことができる。 

  

 （罰則）  （罰則） 

第６１条 第２条第１項若しくは第３項（第３条第２項

において準用する場合を含む。）、第３条第１項、第

４条、第５条、第６条、第８条、第１１条、第１２条、

第１３条第１項、第１４条第１項若しくは第２項、第

１６条、第１８条第１項若しくは第２項、第１９条、

第２０条、第２２条第１項若しくは第２項、第２５条、

第２６条、第３１条から第３３条まで、第３４条第１

項、第３５条から第３６条の２まで、第３８条から第

４４条まで、第４５条第１項若しくは第３項から第５

第６１条 第２条第１項若しくは第３項（第３条第２項

において準用する場合を含む。）、第３条第１項、第

４条、第５条、第６条、第８条、第１１条、第１２条、

第１３条第１項、第１４条第１項若しくは第２項、第

１６条、第１８条第１項若しくは第２項、第１９条、

第２０条、第２２条第１項若しくは第２項、第２５条、

第２６条、第３１条から第３３条まで、第３４条第１

項、第３５条から第３６条の２まで、第３８条から第

４４条まで、第４５条第１項若しくは第３項から第５
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項まで又は第４９条から第５３条までの規定に違反し

た場合における当該建築物又は建築設備の設計者（設

計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従

わないで工事を施工した場合においては、当該建築物

又は建築設備の工事施工者）は、５０万円以下の罰金

に処する。 

項まで又は第４９条から第５３条までの規定に違反し

た場合における当該建築物又は建築設備の設計者（設

計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従

わないで工事を施工した場合においては、当該建築物

又は建築設備の工事施工者）は、５０万円以下の罰金

に処する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違

反が建築物の建築主又は建築設備の設置者の故意によ

るものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰

するほか、当該建築物の建築主又は建築設備の設置者

に対しても、同項の罰金刑を科する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違

反が建築物の建築主又は建築設備の設置者の故意によ

るものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰

するほか、当該建築物の建築主又は建築設備の設置者

に対しても、同項の罰金刑を科する。 

  

 


